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名鉄西部交通グループはこの度、「固定給乗務員制度」と「時間給乗務員制度」を新

たに設立いたしました。この「固定給乗務員制度」と「時間給乗務員制度」はいままで

の歩合色の強かったタクシーの仕事に対するイメージを払しょくするため、またより長

く安定的に働いていただくために新たな試みとして採用にいたりました。 

 

「固定給乗務員制度」は、成績に左右されず月額 180,000万円を賃金として支給し、

ノルマや営収にとらわれることなく安定的に勤務をしていただけるものとなっており、

特に初めてタクシー乗務員として働く方におすすめできる制度となっております。 

 

「時給制乗務員制度」につきましても４時間程度からの短時間勤務に対応し、またこ

ちらも歩合の要素なく時給 1,100円で働いていただくことができ、より安定的で柔軟に

働くことができる制度として、主婦や兼業の方々にもおすすめできる雇用形態となって

おります。 

 

弊社では、これからも既存のタクシーの制度にとらわれることなく、新たな試みを進

めていき地域貢献、女性活躍、若者応援を進め、また従業員がより働きやすくなるよう

努めていく所存であります。 

 

以上 

 

 

もし上記の制度に興味をお持ちの方がございましたら、 

名鉄西部交通㈱人事部採用担当までご連絡ください。 

TEL：0586-73-8146 

E-mail：saiyou@meitetsu-seibukoutsu.co.jp 


